
　（令和4年告示第1259号）
Ｎｏ．1

（１） （２） （３） （４）

　次の写真を付して、「5meo
zgx」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、「5XPS
240UP」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「ACME BOOSTER」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「BIG
DADDY」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（５） （６） （７） （８）

　次の写真に示すとおり、
「BLACK NIGHT」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真に示すとおり、「BUD
SEX」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Chillaxing」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真を付して、「Dragoon
Volcano」の名称で販売される製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

（９） （１０） （１１） （１２）

　次の写真を付して、「DUCK
DICK」の名称で販売される製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Ecstasy Cocktail」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真を付して、「ERO
SOUND」の名称で販売される製
品であって、その内容物が固形
状のもの。

　次の写真を付して、「ICE
ANAL」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

（１３） （１４） （１５） （１６）

　次の写真を付して、「MAX」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が固形状のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「MAXIMUM SEX」と表示のあ
る製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「MAX
肉便器」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Miracle Ecstasy♂」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
粉末のもの。
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　（令和4年告示第1259号）
Ｎｏ．2

（１７） （１８） （１９） （２０）

　次の写真を付して、「PAKI
PAKI」の名称で販売される製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

　次の写真を付して、
「PUSSY」の名称で販売され
る製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真を付して、「Rainbow
Fighter」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、「RED
HOLE for adults」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

（２１） （２２） （２３） （２４）

　次の写真を付して、「SEX テロ
リスト」の名称で販売される製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「SEXY KING」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「TABOO EROTICA」と表示の
ある製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真を付して、「TOKYO
DEEPS　3dept MIX」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が液体のもの。

（２５） （２６） （２７） （２８）

　次の写真に示すとおり、「ゴメ
オ悶蚋」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、「トコロテ
ン」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、「ドラマ
ティック アナル」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「トラン
ス汁獣」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

（２９） （３０） （３１） （３２）

　次の写真を付して、「ハッシュ
バグ」の名称で販売される製品
であって、その内容物が固形状
のもの。

　次の写真に示すとおり、「メスイ
キ狂獣」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「狂乱
スプラッシュ」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、「極鬼
アナル」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。
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　（令和4年告示第1259号）
NO.3

（３３） （３４） （３５） （３６）

　次の写真に示すとおり、「悶姦
アナル」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「野獣
エクスタシー」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「EXTREME HEAVEN」と表示の
ある製品であって、その内容物
が粉末のもの。

　次の写真を付して、「Fem
Booster」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

（３７） （３８） （３９） （４０）

　次の写真を付して、「Sexual
Juice」の名称で販売される製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「SPERMAN」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真に示すとおり、「えろ
姫さま」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「Love
Battle」の名称で販売される製
品であって、その内容物が固形
状のもの。

（４１） （４２） （４３） （４４）

　次の写真を付して、「えろ香
玉」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が固形状の
もの。

　次の写真を付して、「ACME
MAXIM」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真を付して、「Fly magical
edition」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「OBLIVION G
FORCE」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が粉末のもの。

（４５） （４６）

　次の写真に示すとおり、「THE
ROCK」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「蛸壺」の名称
で販売される製品であって、その内
容物が液体のもの。
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